
�
�
�
�
�
��
� �
�	



�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
#
$%
�&
'(
)&
)$
)$
*

�
+
,
�
�
��
� �
$$
(�
�
�

�
�
�
-
.
/
0
1
2
�
�	
�

3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
!
"
#
$%
�&
'�
�&
((
)�
*

告 示 (第926号－第953号)

○土地改良事業の同意 (農村整備課) １

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ２

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) ２

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ２

○都市計画事業の認可 (公園街路課) ２

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○軽油引取税に係る特約業者の指定に取消し (税 務 課) ３

○軽油引取税に係る特約業者の指定に取消し (税 務 課) ３

○介護保険法に基づく調査機関の指定 (介護保険課) ３

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ４

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ４

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ５

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ５

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ６

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ６

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ７

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ７

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ８

○土地改良区の役員の就任及び退任 (農村整備課) ９

○土地改良区の役員の退任 (農村整備課) ９

○土地改良区の役員の退任 (農村整備課) 10

○道路の区域の変更 (道路維持課) 10

○保安林予定森林の所在場所等 (森林保全課) 10

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) 10

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) 11

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) 11

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 (社会活動推進課) 11

公 告

○貸金業者の登録の取消し (中小企業経営金融課) 12

○落札者等の公示 (システム管理課) 12

○落札者等の公示 (システム管理課) 13

○落札者等の公示 (システム管理課) 13

○平成21年度クリーニング師試験の実施 (保健衛生課) 13

公安委員会

○駐車監視員資格者講習の実施 (警察本部駐車対策課) 15

正 誤

○福岡県の職員の初任給､ 昇格､ 昇給等の基準に関する規則の一部を

改正する規則 (平成21年福岡県人事委員会規則第６号) 中正誤 16

福岡県告示第926号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第10条

第１項の規定に基づき､ 次のように市町村が行う土地改良事業に同意したので､ 同法第

96条の２第７項の規定により公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡
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福岡県告示第927号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 グルメシティ上白水店

� 所在地 福岡県春日市上白水420番地の１ 外

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

福岡県告示第928号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 グルメシティ大土居店

� 所在地 福岡県春日市昇町７丁目65番地

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

福岡県告示第929号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

朝倉市一ツ木字合畝町1208－１､ 1209－１､ 1209－２､ 1209－５､ 1209－６､ 1210

－３､ 1220－１､ 1221－１､ 1221－３､ 1222－１､ 1222－３､ 1223－１､ 1223－３､

1224－２､ 1224－３､ 1227－２､ 1227－７及び1228－２

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

朝倉市一ツ木1148番地の１

ナチュラル株式会社 代表取締役 森 信

福岡県告示第930号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第59条第１項の規定に基づき､ 都市計画事業の

認可をしたので､ 同法第62条第１項の規定により次のように告示する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 施行者の名称

福岡市

２ 都市計画事業の種類及び名称

福岡都市計画道路事業７・４・18号渡辺通春吉線

３ 事業施行期間

平成21年５月29日から平成26年３月31日まで

４ 事業地
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市町村名 事 業 名 同 意 年 月 日

筑前町
農業用ため池整備事業
(釣鐘地区)

平成21年５月18日

�



� 収用の部分

福岡県福岡市中央区春吉二丁目地内

� 使用の部分

なし

福岡県告示第931号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

柳川市西浜武字松丸462番１､ 463番１､ 465番１､ 465番４から465番６まで､ 466番

１､ 466番３､ 及び472番７

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

柳川市西浜武475番の２

株式会社柳川合同 代表取締役 荒巻 哲也

福岡県告示第932号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

行橋市大字下津熊字上柳900番１及び900番３から900番19まで

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

京都郡苅田町大字南原1676番地４

有限会社めぐみ住宅 代表取締役 杉坂 正徳

福岡県告示第933号

福岡県税条例 (昭和25年福岡県条例第36号) 第91条の３第２項の規定に基づき､ 軽油

引取税に係る特約業者の指定を取り消したので､ 福岡県税事務処理規程 (昭和48年９月

福岡県訓令第16号) 第135条の規定により次のように告示する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 特約業者の氏名又は名称

株式会社サワライズ

２ 主たる事務所又は事業所の所在地

福岡県福岡市西区小戸２丁目３番18号

３ 特約業者の指定取消年月日

平成20年10月６日

福岡県告示第934号

福岡県税条例 (昭和25年福岡県条例第36号) 第91条の３第２項の規定に基づき､ 軽油

引取税に係る特約業者の指定を取り消したので､ 福岡県税事務処理規程 (昭和48年９月

福岡県訓令第16号) 第135条の規定により次のように告示する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 特約業者の氏名又は名称

豊栄石油株式会社

２ 主たる事務所又は事業所の所在地

福岡県東区和白１丁目３番22号

３ 特約業者の指定取消年月日

平成21年４月１日

福岡県告示第935号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第115条の36第１項の規定に基づき､ 指定調査機

関を指定したので､ 介護保険法施行令 (平成10年政令第412号) 第37条の４第１項の規

定により次のように公示する｡
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平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡 福岡県告示第936号

城井郷土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24

年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 就任理事

福岡県告示第937号

上城井土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24

年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 就任理事
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指定調査機関の名称 指定調査機関の住所
調査事務を行う
事務所の所在地

指定年月日

株式会社アーバン・
マトリックス

北九州市小倉北区紺屋町
４－６ 北九州ビル８階

北九州市小倉北区紺屋町
４－６ 北九州ビル８階

21・６・１

株式会社アール・ツ
ーエス

福岡市博多区元町１丁目
６番16号

福岡市博多区元町１丁目
６番16号

21・６・１

特定非営利活動法人
医療・福祉ネットワ
ークせいわ

佐賀県佐賀市木原２丁目
６番５号

福岡市博多区中洲５丁目
６番20号 明治安田生命
福岡ビル４階

21・６・１

有限会社医療福祉評
価センター

長崎県長崎市曙町４番９
号

福岡市博多区博多駅東３
丁目12番11号

21・６・１

特定非営利活動法人
北九州シーダブル協
会

北九州市小倉北区真鶴２
丁目５番27号

北九州市小倉北区真鶴２
丁目５番27号

21・６・１

社団法人福岡県介護
福祉士会

福岡市博多区博多駅中央
街７－１ シック博多駅
前ビル５Ｆ

福岡市博多区博多駅中央
街７－１ シック博多駅
前ビル５Ｆ

21・６・１

社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会

春日市原町３丁目１番地
７

春日市原町３丁目１番７
地

21・６・１

社団法人福岡県社会
福祉士会

福岡市博多区博多駅前３
丁目９番12号 アイビー
コートⅢビル601号

福岡市博多区博多駅前３
丁目９番12号 アイビー
コートⅢビル601号

21・６・１

財団法人福岡県メデ
ィカルセンター

福岡市博多区博多駅南２
丁目９番30号

福岡市博多区博多駅南２
丁目９番30号

21・６・１

社会福祉法人福岡市
社会福祉協議会

福岡市中央区荒戸３丁目
３番39号 福岡市市民福
祉プラザ

福岡市中央区荒戸３丁目
３番39号 福岡市市民福
祉プラザ

21・６・１

株式会社福祉サービ
ス評価機構

福岡市博多区博多駅南４
丁目２番10号

福岡市博多区博多駅南４
丁目２番10号

21・６・１

特定非営利活動法人
ヘルスアンドライツ
サポートうりずん

直方市知古１丁目６番48
号

直方市知古１丁目６番48
号

21・６・１

氏 名 住 所

神 � 隆 築上郡築上町大字寒田606番地

上 畑 博 基 〃 〃 〃 1732番地

氏 名 住 所

上 畑 秋 夫 築上郡築上町大字寒田1866番地

神 � 久 生 〃 〃 〃 746番地

氏 名 住 所

城 井 庸 彦 築上郡築上町大字本庄2930番地

氏 名 住 所

永 尾 信 明 築上郡築上町大字本庄1692番地

�



福岡県告示第938号

深野土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年

法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 就任理事

福岡県告示第939号

城井谷土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24

年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 退任監事

３ 就任理事

４ 就任監事
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氏 名 住 所

渡 邊 一 政 築上郡築上町大字上深野341番地１

氏 名 住 所

後 藤 聖四郎 築上郡築上町大字上深野373番地２

西 � 文 〃 〃 〃 393番地

氏 名 住 所

渡 邊 一 政 築上郡築上町大字上深野341番地１

青 山 實 〃 〃 大字伝法寺1755番地１

山 内 守 〃 〃 〃 1264番地１

青 山 信 男 〃 〃 〃 688番地１

浅 野 國 夫 〃 〃 〃 349番地１

加 � 巳 敏 〃 〃 〃 319番地１

白 川 保 久 築上郡築上町大字松丸769番地

横 山 本 行 〃 〃 〃 630番地１

林 素 直 〃 〃 〃 189番地２

� 村 和 人 〃 〃 〃 491番地１

福 間 勝 利 〃 〃 大字上深野304番地

門 田 康 正 〃 〃 〃 303番地

氏 名 住 所

林 一 良 築上郡築上町大字松丸198番地

丸 山 一 郎 豊前市大字宇島118番地２

松 本 仍 夫 築上郡築上町大字上深野300番地

氏 名 住 所

山 内 守 築上郡築上町大字伝法寺1264番地１

青 山 信 男 〃 〃 〃 688番地１

浅 野 國 夫 〃 〃 〃 349番地１

加 � 巳 敏 〃 〃 〃 319番地１

神 � 一 郎 〃 〃 〃 588番地１

横 山 本 行 〃 〃 大字松丸630番地１

白 川 保 久 〃 〃 〃 769番地

� 村 和 人 〃 〃 〃 491番地１

� 原 正 行 〃 〃 〃 182番地１

福 間 勝 利 〃 〃 大字上深野304番地

門 田 康 正 〃 〃 〃 303番地

松 田 幸 � 〃 〃 〃 762番地21

�



福岡県告示第940号

松田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年

法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任監事

２ 就任監事

福岡県告示第941号

船迫土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年

法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 退任監事

３ 就任理事

４ 就任監事

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	


�
�

�

氏 名 住 所

林 一 良 築上郡築上町大字松丸198番地

丸 山 一 郎 豊前市大字宇島118番地２

門 田 眞 美 築上郡大字上深野338番地

氏 名 住 所

簑 添 博 文 京都郡みやこ町勝山松田2143番地１

氏 名 住 所

櫛 野 一 三 京都郡みやこ町勝山松田2545番地１

氏 名 住 所

内 藤 道 夫 築上郡築上町大字船迫640番地１

岩 田 英 行 〃 〃 〃 744番地

門 田 恒 男 築上郡築上町大字船迫761番地

水 上 忍 〃 〃 〃 596番地２

田 畑 � 一 〃 〃 〃 694番地

池 田 勉 〃 〃 〃 721番地

木 村 康 雄 〃 〃 〃 265番地１

繁 永 隆 治 〃 〃 〃 1343番地14

進 渡 〃 〃 〃 658番地

内 藤 浩 明 〃 〃 〃 84番地

氏 名 住 所

九 後 紀 一 築上郡築上町大字船迫749番地１

池 永 巌 〃 〃 〃 759番地

谷 口 初 男 〃 〃 〃 201番地

氏 名 住 所

内 藤 道 夫 築上郡築上町大字船迫640番地１

岩 田 英 行 〃 〃 〃 744番地

門 田 恒 男 〃 〃 〃 761番地

水 上 忍 〃 〃 〃 596番地２

田 畑 � 一 〃 〃 〃 694番地

池 田 勉 〃 〃 〃 721番地

木 村 康 雄 〃 〃 〃 265番地１

繁 永 隆 治 〃 〃 〃 1343番地14

藏 田 達 雄 〃 〃 〃 745番地

内 藤 浩 明 〃 〃 〃 84番地

�



福岡県告示第942号

下小山田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和

24年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 退任監事

３ 就任理事

４ 就任監事

福岡県告示第943号

今元土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年

法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

�

�

�

�

�
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�

�

�
�
�

�

�
�

	


�
�

�

氏 名 住 所

九 後 紀 一 築上郡築上町大字船迫749番地１

池 永 巌 〃 〃 〃 759番地

谷 口 初 男 〃 〃 〃 201番地

氏 名 住 所

稲 葉 泰 築上郡築上町大字小山田2232番地１

加 藤 徹 〃 〃 〃 1579番地３

久 保 壽 男 〃 〃 大字広末515番地

相 良 定 生 〃 〃 大字小山田1855番地

葭 平 幸 一 〃 〃 〃 2499番地

竹 本 國 夫 〃 〃 大字広末257番地１

築 � 征 夫 〃 〃 大字小山田2162番地

野 中 日出行 〃 〃 〃 2518番地４

� 田 久 治 〃 〃 大字広末531番地

氏 名 住 所

稲 葉 諭 築上郡築上町大字小山田2255番地２

井 上 高 市 〃 〃 〃 1645番地１

久 保 勝 〃 〃 大字広末623番地１

氏 名 住 所

稲 葉 泰 築上郡築上町大字小山田2232番地１

加 藤 徹 〃 〃 〃 1579番地３

久 保 壽 男 〃 〃 大字広末515番地

相 良 定 生 〃 〃 大字小山田1855番地

葭 平 幸 一 〃 〃 〃 2499番地

竹 本 國 夫 〃 〃 大字広末257番地１

築 � 征 夫 〃 〃 大字小山田2162番地

野 中 日出行 〃 〃 〃 2518番地４

� 田 久 治 〃 〃 大字広末531番地

氏 名 住 所

稲 葉 諭 築上郡築上町大字小山田2255番地２

井 上 高 市 〃 〃 〃 1645番地１

久 保 勝 〃 〃 大字広末623番地１

氏 名 住 所

秋 永 保 行 行橋市大字今井2051番地５

福 田 英 教 〃 大字金屋258番地１

中 村 三 郎 〃 大字今井2120番地

白 石 正 幸 〃 大字金屋280番地

�



２ 退任監事

３ 就任理事

４ 就任監事

福岡県告示第944号

椿市土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年

法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 就任理事
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�
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�
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福 田 鼎 行橋市大字金屋344番地10

福 田 直三郎 〃 〃 330番地１

末 松 兵一郎 〃 大字今井2085番地

福 島 壽 雄 〃 〃 2068番地１

藏 本 � 春 〃 〃 2402番地５

奥 � 義 〃 〃 2097番地

有 松 良 清 〃 〃 2116番地

宮 岡 � 美 〃 〃 2147番地１

福 島 勝 〃 〃 2149番地

末 永 修 崇 〃 〃 2055番地

庄 野 健 治 〃 〃 1785番地

福 島 多實二 〃 〃 1796番地

大 川 和 利 〃 大字沓尾168番地

中 勝 教 〃 北泉四丁目35番23号

川 端 靜 夫 〃 南大橋二丁目６番１号

氏 名 住 所

福 田 政 勝 行橋市大字金屋358番地３

橋 本 幸 作 〃 大字今井2156番地１

氏 名 住 所

秋 永 保 行 行橋市大字今井2051番地５

福 田 英 教 〃 大字金屋258番地１

有 松 良 清 〃 大字今井2116番地

白 石 正 幸 〃 大字金屋280番地

福 田 鼎 〃 〃 344番地10

福 田 直三郎 〃 〃 330番地１

末 松 兵一郎 行橋市大字今井2085番地

福 島 壽 雄 〃 大字今井2068番地１

中 村 三 郎 〃 〃 2120番地

藏 本 � 春 〃 〃 2402番地５

奥 � 義 〃 〃 2097番地

宮 岡 � 美 〃 〃 2147番地１

末 永 修 崇 〃 〃 2055番地

福 島 勝 〃 〃 2149番地

庄 野 健 治 〃 〃 1785番地

福 島 多實二 〃 〃 1796番地

大 川 和 利 〃 大字沓尾168番地

中 勝 教 〃 北泉四丁目35番23号

川 端 靜 夫 〃 南大橋二丁目６番１号

氏 名 住 所

福 田 政 勝 行橋市大字金屋358番地３

橋 本 幸 作 〃 大字今井2156番地１

氏 名 住 所

井 関 和 明 行橋市大字福丸197番地

�



福岡県告示第945号

豊前市森田土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭

和24年法律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 退任理事

２ 退任監事

３ 就任理事

４ 就任監事

福岡県告示第946号

諫山土地改良区から役員の退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年法律第195

号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

退任理事
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�
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氏 名 住 所

木 村 � 行橋市大字福丸529番地

氏 名 住 所

宮 本 求 豊前市大字四郎丸350番地

杉 永 勝 〃 〃 234番地１

田 中 文 夫 〃 〃 212番地

中 嶋 榮 二 〃 〃 33番地

荻 田 恭 子 〃 〃 539番地

仲 � 司 〃 〃 498番地２

仲 美代治 〃 〃 634番地２

上 野 英 一 〃 〃 714番地

湯 越 壽美子 〃 〃 649番地

中 本 三 省 〃 大字八屋12番地

中 本 守 〃 大字四郎丸668番地

木野本 憲 治 〃 大字八屋14番地

氏 名 住 所

� 野 基 信 豊前市大字四郎丸309番地

加 來 洋 二 〃 〃 542番地

氏 名 住 所

� 野 基 信 豊前市大字四郎丸309番地

杉 永 勝 〃 〃 234番地１

田 中 修 〃 〃 210番地１

清 永 浩 美 〃 〃 427番地

眞 有 克 巳 〃 〃 170番地１

仲 � 司 〃 〃 498番地２

清 水 忠 彦 〃 〃 627番地１

上 野 英 一 〃 〃 714番地

湯 越 壽美子 〃 〃 649番地

中 本 三 省 〃 大字八屋12番地

中 本 泰 子 〃 〃 155番地３

木野本 憲 治 〃 〃 14番地

氏 名 住 所

加 來 洋 二 豊前市大字四郎丸542番地

田 中 辰 藏 〃 〃 200番地

氏 名 住 所

吉 竹 恒 勝 京都郡みやこ町勝山長川273番地１

�



福岡県告示第947号

中山間諫山土地改良区から役員の退任の届出があったので､ 土地改良法 (昭和24年法

律第195号) 第18条第17項の規定により次のように公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

退任理事

福岡県告示第948号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第949号

保安林の指定をする予定であるので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の２の

規定により次のように告示する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

京都郡みやこ町犀川鐙畑字地形510・511 (以上２筆について次の図に示す部分に限

る｡ ) ､ 字木下512 (次の図に示す部分に限る｡ ) ､ 犀川上高屋字畑ノ上1920､ 1918

・1919・1923 (以上３筆について次の図に示す部分に限る｡ ) ､ 犀川木井馬場字ヤシ

キ田ノ上1884の２､ 1884の１ (次の図に示す部分に限る｡ )

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については､ 主伐は､ 択伐による｡

字地形510・511・字木下512・字畑ノ上1918から1920まで・1923・字ヤシキ田

ノ上1884の１・1884の２ (以上９筆について次の図に示す部分に限る｡ )

イ その他の森林については､ 主伐に係る伐採種を､ 定めない｡

ウ 主伐として伐採することができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

エ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次の図｣ 及び ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部森林保全課及びみやこ町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第950号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡
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�
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氏 名 住 所

向 井 一 吉 京都郡みやこ町勝山浦河内749番地１

土木事
務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

宗 像 県 道
宗 像

線
玄 海

前

宗像市大字石丸637番１先
から
宗像市大字石丸750番３先
まで

17.0
～
22.2

69.6

後 同上
17.0
～
49.6

69.6

��



１ 申請のあった年月日

平成21年５月12日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

ＮＰＯ法人九州地域交流推進協議会

� 代表者の氏名

内田 雅行

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市中央区梅光園２丁目21番７－502号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 地域住民に対して､ 地域交流促進に関する事業を行い､ 九州内にお

ける地域活性化に寄与することを目的とする｡

福岡県告示第951号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年５月14日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人北九州市難聴者・中途失聴者協会

� 代表者の氏名

香田 小茅

� 主たる事務所の所在地

福岡県北九州市戸畑区汐井町１番６号ウェルとばた６階北九州市立東部障害者福

祉会館内

� 定款に記載された目的

この法人は､ 難聴者及び中途失聴者 (以下､ 総括して ｢難聴者｣ という) に対し

て､ 自立更生の促進と福祉の向上に関する事業を行い､ 難聴者のコミュニケーショ

ン手段の普及に努めて､ 社会参加の促進を図り､ 難聴者に対する社会の理解と協力

を目指し､ その社会的地位の向上と社会全体の利益の増進に寄与することを目的と

する｡

福岡県告示第952号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年５月12日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人万葉の里競鳴文化保存会

� 代表者の氏名

松島 邦雄

� 主たる事務所の所在地

福岡県大野城市畑ヶ坂１丁目１番３号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 一般市民に対して､ 鳴き合わせ競技の啓発及び保存に関する事業を

行い日本古来より伝わる伝統文化としての鳴き合わせ競技を正しく後世に伝えると

ともに､ 環境保護に関する事業を行い鳥と人類との共存を図り､ もって日本文化の

振興と環境保全を目指し広く社会に貢献することを目的とする｡

福岡県告示第953号

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�
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特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第25条第４項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので､ 同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年５月13日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人福岡パフォーミングアーツプロジェクト

� 代表者の氏名

本田 範隆

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市中央区薬院１丁目６番９－301号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 福岡・九州の地域舞台芸術文化を支援する活動を行い､ 以て広く公

益に貢献することを目的とする｡

公告

貸金業法 (昭和58年法律第32号) 第24条の６の５第１項の規定に基づき､ 次の貸金業

者の登録を取り消したので､ 同法第24条の６の８の規定により公告する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

落札者等について､ 次のとおり公示します｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 契約に係る特定役務の名称及び見込数量

アウトソーシングに伴う磁気ディスクサービス業務委託

ストレージ装置での磁気ディスク領域 35,952GB

仮想テープ装置での磁気ディスク領域 25,440GB

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

� 部局の名称

福岡県総務部システム管理課

� 所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３ 契約の相手方を決定した日

平成21年４月１日

４ 契約の相手方の氏名及び住所

� 氏名

株式会社キューデンインフォコム

� 住所

福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５ 契約金額 (消費税及び地方消費税の額を含む｡ )

ストレージ装置での磁気ディスク領域経費 １ＧＢ/月当たり 1,365円

仮想テープ装置での磁気ディスク領域経費 １ＧＢ/月当たり 546円

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約
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公 告

商号又は名称及
び氏名 (法人に
あっては代表者
の氏名)

主たる営業所の
所 在 地

登録番号及び
登録年月日

行政処分の年月日
及 び 内 容

適用条文

戸川商事
戸川 勝

福岡県前原市大字
神在88番地の６

福岡県知事

�第03957号
平成18年６月15日

平成21年５月９日
登録取消処分
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７ 随意契約を行った理由

政府調達に関する協定第15条１�及び�に該当

公告

落札者等について､ 次のとおり公示します｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 契約に係る特定役務の名称

情報システムアウトソーシング業務委託

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

� 部局の名称

福岡県総務部システム管理課

� 所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３ 契約の相手方を決定した日

平成21年４月１日

４ 契約の相手方の氏名及び住所

� 氏名

株式会社キューデンインフォコム

� 住所

福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

５ 契約金額 (消費税及び地方消費税の額を含む｡ )

270,060,000円

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約を行った理由

政府調達に関する協定第15条１�及び�に該当

公告

落札者等について､ 次のとおり公示します｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 契約に係る特定役務の名称

電子調達システム運用保守業務委託

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

� 部局の名称

福岡県総務部システム管理課

� 所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３ 契約の相手方を決定した日

平成21年４月１日

４ 契約の相手方の氏名及び住所

� 氏名

東芝ソリューション株式会社九州支社

� 住所

福岡市中央区長浜二丁目４番１号

５ 契約金額 (消費税及び地方消費税の額を含む｡ )

35,122,500円

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約を行った理由

政府調達に関する協定第15条１�及び�に該当

公告

平成21年度クリーニング師試験を次のように実施する｡

平成21年５月29日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 受験資格
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試験は､ 次のいずれかに該当する者が受験することができる｡

� 学校教育法 (昭和22年法律第26号) 第57条に規定する者

� 旧国民学校令 (昭和16年勅令第148号) による国民学校の高等科を修了した者､

旧中等学校令 (昭和18年勅令第36号) による中等学校の２年の課程を終わった者又

はクリーニング業法施行規則 (昭和25年厚生省令第35号) で定めるところによりこ

れらの者と同等以上の学力があると認められる者

２ 試験

� 方法

試験は､ 筆記試験及び実技試験とし､ 試験科目は､ 次のとおりとする｡

ア 筆記試験

衛生法規に関する知識

公衆衛生に関する知識

洗濯物の処理に関する知識

イ 実技試験

洗濯物の処理に関する技能

� 日時及び場所

３ 受験手続及び受付期間

� 受験の申込方法

ア 受験願書一部に次に掲げる書類及び写真 (申込前６月以内に撮影した上半身､

無帽､ 正面向き､ 縦５㎝横４㎝のもので､ 裏面に氏名を記入したもの) 並びに受

験手数料7,000円を添え､ 県内に住所地又は就業地を有する者は､ 当該住所地又

は就業地を管轄する保健福祉環境事務所 (北九州市にあっては､ 小倉北区及び八

幡西区は保健所､ それ以外の区は各区生活支援課､ 福岡市にあっては各区保健福

祉センター､ 大牟田市及び久留米市にあっては保健所とする｡ 以下 ｢保健福祉環

境事務所等｣ という｡ ) へ､ 県外に住所地及び就業地を有する者は､ 直接福岡県

保健医療介護部保健衛生課 (郵便番号812－8577 福岡市博多区東公園７番７号｡

以下 ｢保健衛生課｣ という｡ ) へ提出すること｡

� 履歴書 １部

� 受験資格のあることを証明する書類 (卒業証明書､ 卒業証書の写し又は厚生

労働大臣が交付するクリーニング師受験資格認定書の写し｡ ただし､ 県外に住

所地及び就業地を有する者については､ 原則として卒業証明書とする｡ ) １

部

イ 受験手数料7,000円は､ 福岡県領収証紙により納入すること｡ 受験手数料は､

申込受付後においては､ 申込みを取り消した場合又は試験を受けなかった場合で

も返還しない｡

ウ 郵便により受験を申し込む場合は､ 必ず書留郵便にすること｡

� 受付期間

ア 受験申込みの受付期間は､ 平成21年７月８日 (水曜日) から同月22日 (水曜日

) まで (午前８時30分から午後５時15分まで｡ ただし､ 北九州市及び大牟田市の

保健所等にあっては午前８時30分から午後５時まで､ 福岡市の各区保健福祉セン

ターにあっては午前９時から午後５時まで) とする｡

イ 郵便による受験申込みは､ 平成21年７月22日までの消印のあるものに限り受け

付ける｡

４ 合格発表

合格者の受験番号は､ 平成21年９月28日 (月曜日) 午前９時に発表する｡ 発表は､

各保健福祉環境事務所等及び福岡県庁に掲示して行う｡

５ その他

� 受験手続その他の問い合わせは､ 最寄りの保健福祉環境事務所等又は保健衛生課

に対して行うこと｡

� 郵便によって受験願書の用紙を請求する場合は､ あて先及び郵便番号を明記して

90円切手をはった返信用封筒 (定形) を必ず同封すること｡
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日 時 科 目 場 所

平成21年９月２
日 (水曜日)

午後１時～午後
２時15分

衛生法規に関する知識
公衆衛生に関する知識
洗濯物の処理に関する
知識

福岡市博多区吉塚本町13番50
号
福岡県吉塚合同庁舎８階803
号会議室午後２時40分～

午後４時30分
洗濯物の処理に関する
技能
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福岡県公安委員会告示第147号

道路交通法第51条の13第１項第１号イに規定する駐車監視員資格者講習を次のとおり

実施するので､ 確認事務の委託の手続等に関する規則 (平成16年国家公安委員会規則第

23号) 第６条の規定により公示する｡

平成21年５月29日

福岡県公安委員会

１ 駐車監視員資格者講習の期日､ 時間及び場所

講習は２日間の講義と１週間後の修了考査で行う｡

２ 申込み受付期間

平成21年６月４日 (木) から平成21年６月19日 (金) まで (福岡県の休日を定める

条例 (平成元年福岡県条例第23号) 第１条第１項に規定する県の休日を除く｡ ) の午

前９時00分から午後５時45分までの間

３ 申込み場所

福岡県警察本部交通部駐車対策課及び最寄りの福岡県内の警察署 (交番､ 駐在所等

の出先機関では受理しない｡ )

４ 申込みに必要な書類等

� 駐車監視員資格者講習受講申込書 １通 (上記申込み場所で交付)

� 写真 １枚 (６箇月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景､ 縦３㎝×横

2.4㎝大)

５ 講習受講手数料

19,000円 (申込み時に福岡県領収証紙により納付)

６ 申込み要領等

� 受講申込みは､ 裏面に氏名及び撮影年月日を記入した写真を所定の位置に貼付し

､ 必要事項を記入した駐車監視員資格者講習受講申込書を持参のうえ､ 原則として

受講者本人が行うこと｡ ただし､ やむを得ない事情等により代理人が行う場合は､

受講者本人の委任状を持参すること｡

� 受講人員は60名であるので､ 申込み期間中であっても､ 定員に達したときは､ 申

込み受付を締め切る場合がある｡

� 申込み受付後､ 駐車対策課から受講者あてに駐車監視員資格者講習受講票を郵送

する｡

７ 留意事項

� 講習を受講して駐車監視員資格者講習修了証明書の交付を受けても､ 駐車監視員

資格者証の交付申請の際に､ 道路交通法第51条の13第１項第２号に規定する欠格事

由に該当する場合は､ 駐車監視員資格者証の交付を受けることはできない｡

� 上記�に規定する欠格事由

ア 18歳未満の者

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

ウ 一定の刑に処せられ､ その執行を終わり､ 又は執行を受けることがなくなった

日から起算して２年を経過しない者や暴力団関係者､ アルコール中毒・覚せい剤

中毒者などに該当する者等

� 駐車監視員資格者証を取得しても､ 確認事務の委託を受けた法人に属さない限り

､ 実際に駐車監視員としての活動を行うことはできない｡

８ その他

� 受講者は､ 講習期間中､ 筆記具及び駐車監視員資格者講習受講票を必ず持参する

こと｡

� 講習会場は､ 駐車場に限りがあることから､ 原則として自家用車による来場を禁

止する｡

� 講習の詳細については､ 福岡県警察本部交通部駐車対策課 (駐車管理第一係 (電

話092－641－4141内線5297) ) に問い合わせること｡
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公安委員会

講 習 期 日 講 習 時 間 講 習 場 所

第

一

回

講

義

平成21年７月２日 (木) 及び
同年７月３日 (金) の２日間

午前９時00分

～

午後５時30分 福岡市博多区吉塚本町13番
55号
博多サンヒルズホテル修

了
考
査

平成21年７月９日 (木)
午前９時00分

～

午後０時30分
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